
1/5 

○佐賀市特別用途地区建築条例 

平成１７年１０月１日 

条例第１７８号 

改正 平成２８年１２月２０日条例第３５号 

平成３０年３月２３日条例第９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第４９条第１項の規定により、佐賀市特別用途地区内における建築物の制限又は禁

止に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号。以下「令」という。）の例によるもののほか、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 文教地区 学校、図書館、博物館等の教育文化施設が集中立地している地

区で、教育文化の環境を保護する必要のある地区をいう。 

（２） 第１種特別業務地区及び第２種特別業務地区 貨物運送取扱業、倉庫業、

卸売業等の流通関係施設の集団立地を図る地区をいう。 

（３） 第３種特別業務地区 自動車の販売、整備等の自動車関係業種の集団立地

を図る地区をいう。 

（文教地区内の建築制限） 

第３条 第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域又

は第２種住居地域内に指定された文教地区内においては、それぞれ法第４８条第３

項から第６項までの規定の制限によるもののほか、別表第１に掲げる建築物を建築

してはならない。ただし、市長が教育文化の環境を害するおそれがないと認め、又

は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

（第１種特別業務地区内の建築制限） 

第４条 準工業地域内に指定された第１種特別業務地区内においては、法第４８条第

１１項の制限によるもののほか、別表第２に掲げる建築物を建築してはならない。

ただし、市長が流通業務の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得

ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

（平３０条例９・一部改正） 
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（第２種特別業務地区内の建築制限） 

第５条 準工業地域内に指定された第２種特別業務地区内においては、法第４８条第

１１項の制限によるもののほか、別表第３に掲げる建築物を建築してはならない。

ただし、市長が流通業務の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得

ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

（平３０条例９・一部改正） 

（第３種特別業務地区内の建築制限） 

第６条 準工業地域内に指定された第３種特別業務地区内においては、法第４８条第

１１項の制限によるもののほか、別表第４に掲げる建築物を建築してはならない。

ただし、市長が自動車関係業種の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上や

むを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

（平３０条例９・一部改正） 

（佐賀市建築審査会の意見） 

第７条 市長は、前４条のただし書の規定により許可をする場合においては、あらか

じめ佐賀市建築審査会の意見を聴かなければならない。ただし、第３種特別業務地

区内において公共事業関連として建築するもので、特に市長が周辺の環境を害する

おそれがないと認めた場合は、この限りでない。 

（用途の変更に対するこの条例の準用） 

第８条 建築物の用途を変更する場合においては、第３条から前条までの規定を準用

する。 

（既存建築物に対する制限の緩和） 

第９条 法第３条第２項の規定により、第３条から第６条までの規定の適用を受けな

い建築物については、この条例の施行の日（以下「基準日」という。）を基準とし

て、次に掲げる場合においては、増築し、改築し、又はその用途を変更することが

できる。 

（１） 増築又は改築が、基準日における敷地内におけるものであり、かつ、増築

又は改築後における建築面積又は延べ面積が、基準日における敷地面積に対して、

それぞれ法第５２条第１項から第３項まで及び法第５３条の規定に適合する場合 

（２） 増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の合計の１．２倍を超え

ない場合 

（３） 用途の変更は、令第１３７条の１９第２項第１号及び第３号で定める範囲
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内である場合 

（平２８条例３５・一部改正） 

（罰則） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。 

（１） 第３条から第６条までの規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

（２） 第３条から第６条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者

（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工し

た場合においては、当該建築物の工事施工者） 

（３） 第８条において準用する第３条から第６条までの規定に違反した場合にお

ける当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

（両罰規定） 

第１１条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその

法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰

するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の

代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、

相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人につ

いては、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の佐賀市

特別用途地区建築条例（昭和４８年佐賀市条例第６９号。以下「合併前の条例」と

いう。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に

よりなされたものとみなす。 

３ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例

の例による。 

附 則（平成２８年１２月２０日条例第３５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２３日条例第９号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

１ ホテル又は旅館 

２ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの 

３ ボウリング場、屋内スケート場又は水泳場（学校に附属するものを除く。） 

別表第２（第４条関係） 

（平２８条例３５・一部改正） 

１ ホテル又は旅館 

２ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの 

３ ボウリング場、屋内スケート場又は水泳場（学校に附属するものを除く。） 

４ 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第

１３０条の７の３で定める建築物 

５ キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

６ 住宅 

７ 学校（各種学校を含む。） 

８ 病院 

別表第３（第５条関係） 

（平２８条例３５・一部改正） 

１ ホテル又は旅館 

２ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの 

３ ボウリング場、屋内スケート場又は水泳場（学校に附属するものを除く。） 

４ 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第

１３０条の７の３で定める建築物 

５ キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

６ 学校（各種学校を含む。） 

７ 病院 

別表第４（第６条関係） 

（平２８条例３５・一部改正） 

１ ホテル又は旅館 

２ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの 

３ 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第

１３０条の７の３で定める建築物 
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４ キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

５ 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が１５０平方メートルを超える

もの（自動車整備等の工場を除く。） 

 


